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諮問番号：令和元年度諮問第３６号 

答申番号：令和元年度答申第４３号 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

 

○○○○○○○保健福祉センター所長（以下「処分庁」という。）が、審査請

求人に対して平成２９年１２月２７日付けで行った生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号。以下「法」という。）に基づく保護廃止決定処分（以下「本件処

分」という。）の取消しを求める審査請求（以下「本件審査請求」という。）は、

棄却すべきである。 

 

第２ 審査関係人の主張の要旨 

 

１ 審査請求人の主張の要旨 

持病があるため継続した勤務が不可能であり、収入が不安定であるため、本

件処分理由の「概ね６か月を超える保護を要しない状態が継続すると認められ

る」は明らかに誤りであり、今後とも保護を要する状態である。 

 

２ 審査庁 

本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第３ 審理員意見書の要旨  

 

１ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は、棄却されるべきである。 

 

２ 審理員意見書の理由 

（１）収入の臨時的な増加について 

保護の要否の判定は、最低生活費と収入充当額との対比によって決定され、

収入充当額が最低生活費に満たない場合に保護が必要と判定され、その不足

分が扶助されることとなる。 

本件についてみると、審査請求人の年金収入（約９万円／月）が最低生活

費（約１１万円／月）に満たないため、保護が必要と判定され、保護開始と

なったものであるが、審査請求人が保護開始時に保有していた株式の売却に

より得た収入（以下「本件収入」という。）（約７６万円）を得たため、審査
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請求人世帯における収入の臨時的な増加により、保護を要しない状態となっ

たものである。 

（２）審査請求人の保護廃止について 

処分庁は、本件収入が、６か月均等に最低生活の維持に充当するものと計

算しても、１か月あたり１０万円を超える収入であることから、その「収入

の臨時的な増加」により「以後おおむね６か月を超えて保護を要しない状態

が継続すると認められる」と判断し、「生活保護法による保護の実施要領の

取扱いについて」（昭和３８年４月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長

通知。以下「課長通知」という。）の第１０の問１２の答のとおり、本件収入

を得て保護を要しない状態となった平成２９年１１月２９日以降の審査請

求人の保護を廃止する本件処分を行ったものと認められる。 

（３）まとめ 

以上のとおり、本件処分時点における処分庁の判断に違法又は不当な点は

認められない。 

なお、審査請求人は、審査請求時点において生活に困窮している旨主張し

ているが、本件処分後の事情の変化等により、保護を要する状態にあるので

あれば、処分庁も述べているとおり、改めて保護開始申請を行うべきである

旨付言する。 

（４）上記以外の違法性又は不当性の検討 

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

第４ 調査審議の経過 

 

 令和元年１２月１９日   諮問書の受領 

令和元年１２月２３日   審査関係人に対する主張書面等の提出期限通知 

               主張書面等の提出期限：１月１４日 

口頭意見陳述申立期限：１月１４日 

令和２年 １月 ９日   第１回審議 

令和２年 １月２８日   第２回審議 

 

第５ 審査会の判断の理由 

 

１ 法令等の規定 

（１）法第２６条は、「保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつ

たときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを

被保護者に通知しなければならない。（後略）」と定めている。 

（２）課長通知の第１０の問１２の答は、「被保護者が保護を要しなくなったと
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きには、法第２６条の規定により保護の停止又は廃止を行なうこととなる

が、保護を停止すべき場合又は廃止すべき場合は、原則として、次によられ

たい。」と記載し、２の保護を廃止すべき場合として、（２）において、「当

該世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等により、

以後おおむね６か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められる

とき。」と記載し、「なお、以上の場合における保護の停止又は廃止は保護を

要しなくなった日から行なうことを原則とする。（後略）」と記載している。

なお、課長通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９

第１項及び第３項の規定による法の処理基準である。 

 

２ 認定した事実 

審査庁から提出された諮問書の添付書類（事件記録）によれば、以下の事実

が認められる。 

（１）平成２９年９月２５日付けで、処分庁は、審査請求人の保護を開始した。

審査請求人が処分庁に提出した資産申告書には、有価証券として「○○○○

○○○（持株会）」の株式（以下「Ａ株式」という。）、「概算評価額７２１，

４３７円」との記載がある。 

（２）平成２９年１０月１６日、処分庁は、審査請求人に架電し、Ａ株式につい

て全て売却する必要があることを伝えた。 

（３）平成２９年１１月１５日、処分庁は、審査請求人の同年１０月の就労収入

額と、障害基礎年金及び障害厚生年金の額をもとに保護の要否判定を行っ

たところ、保護を要しないと認められると判断し、同年１１月１日付けで審

査請求人の保護を停止する決定を行った。 

（４）平成２９年１２月１日、処分庁は、審査請求人から、同年１１月２９日に

Ａ株式を７６９，１０２円で処分した旨が記載された、資産処分についての

届出書を受領した。 

（５）平成２９年１２月２７日、処分庁は、審査請求人の障害基礎年金及び障害

厚生年金の額と、Ａ株式の売却収入をもとに保護の要否判定を行ったとこ

ろ、以後おおむね６か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認めら

れると判断し、同年１１月２９日付けで審査請求人の保護を廃止する本件

処分を行った。保護要否判定書によると、審査請求人世帯の最低生活費合計

１１４，６６０円、その他収入として障害年金９８，７２５円、株式売却収

入７６９，１０２円との記載がある。 

（６）平成２９年１２月２８日、処分庁は、審査請求人に架電し、本件処分につ

いて説明するとともに、困窮状態に陥れば生活保護を再申請することがで

きることを伝えた上で、困ったことがあればすぐに相談に来るよう伝えた。 

（７）平成３０年１月１７日付けで、審査請求人は、本件審査請求を行った。 
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３ 判断 

審査請求人は、持病により継続した勤務が不可能であるため、収入が不安定

であり、処分庁が、おおむね６か月を超える保護を要しない状態が継続すると

認めたことは誤っていると主張する。 

しかしながら、審査請求人は、１か月あたりの最低生活費約１１万円に対し

て、障害基礎年金及び障害厚生年金の収入が約９万円ある。そして、平成２９

年１２月にＡ株式の売却に伴う約７６万円の収入があり、これを６か月均等に

最低生活の維持に充当するものとして計算すれば、１か月あたり約１２万円を

超えることになる。 

処分庁は、前記１（２）の課長通知に従い、審査請求人の障害基礎年金及び

障害厚生年金の収入に加え、Ａ株式の売却に伴う収入の臨時的な増加により、

審査請求人世帯について、以後おおむね６か月を超えて保護を要しない状態が

継続すると認め、本件処分を行ったものと認められる。 

なお、処分庁は、審査請求人に対して、本件処分後も生活保護の開始申請を

行うことは可能であることを伝えており、保護廃止後の審査請求人の生活状況

について配慮していることがうかがえる。 

以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点はない。よって、本件審査請求

は、棄却されるべきである。 

 

大阪府行政不服審査会第３部会 

委員（部会長）曽和 俊文 

委員     前田 雅子 

委員     矢倉 昌子 

 


